
（令和５年３月３１日現在）

契約の相手方 契約の名称（工事・ 概要 随意契約とした理由及び

（住所、会社名、代表者） 業務名等）及び番号 (工事・業務等概要） 契約の相手方の選定理由

1 都市計画課

京都市下京区烏丸通仏光寺下
る大政所町680番地

株式会社オオバ京都営業所
所長　藤本　靖央

木津東地区事務局支援等業務
4-都委-1

土木コンサル
タント

・事務局支援業務
・権利調査補正
・都市計画手続き業務

令和4年4月8日
～

令和5年3月31日
15,620,000 21,777,800

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
本業務は、事業化検討、基本計画の検討等を行うも
ので、当該地区の特性を熟知し、また、開発事業の
迅速化に資する土地区画整理事業のノウハウと多数
の業務実績を有し、当該地区のＵＲ用地譲受事業者
であるＦＳＪホールディングス株式会社の事業協力
会社である同者をおいて、本業務の適切かつ確実な
履行が期待できる者はいないため。

2 都市計画課

京都市中京区烏丸通錦小路上
ル手洗水町659

株式会社パスコ京都支店
支店長　近藤　征博

木津川市都市計画基本図修正
業務
4-都委-2

土木コンサル
タント

・計画準備
・資料収集整理
・予察（経年変化箇所抽出）
・現地調査
・数値図化・数値修正
・縮小編纂
・数値地形図データファイル作成
・成果品取りまとめ・報告書作成
・京都府統合型ＧＩＳセットアッ
プ・動作確認
・打合せ協議

令和4年5月31日
～

令和5年3月31日
9,552,400 9,552,400

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
現在利用している背景地形図を作成しており、本市
の地形状況に も精通している事業者で、地形図の
修正及び独自ｼｽﾃﾑである京都府統合型GISｼｽﾃﾑへの
ｾｯﾄｱｯﾌﾟまでを一連で作業することができる株式会
社ﾊﾟｽｺを選定

3 建設課
木津川市木津奈良道64番地2
株式会社望月測量設計事務所
代表取締役　富井健次

木津川台駅歩行者専用道路関
連駐輪場整備測量設計業務
４－建委－４

土木コンサル
タント

設計業務
・仮設駐輪場詳細設計　１式
・本設駐輪場詳細設計　１式
測量業務
・用地測量　１式

令和4年7月4日

～

令和5年3月31日

4,169,000 11,932,800

①地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

②木津川台歩道橋設置に係る仮設駐輪場設置場所等
の調整に時間を要していたが、それが整い本事業の
完成に向けて、早期に本業務成果が必要であるた
め。

4 建設課

木津川市山城町神童子三上山1
番地
山城町森林組合
代表理事組合長　木村浩三

林道維持管理業務
４－建委－５

役務
仮払工　　　1.4ha
集積工　　　1.2ha
集水桝清掃　20箇所

令和4年7月7日

～

令和4年12月15日

990,000 1,419,000

①地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

②本業務の対象範囲が公園内にあるため、指定管理
者である山城町森林組合に委託したほうが安全かつ
スムーズな履行が確保できるため。

5
建設課まちづく
り事業推進室

京都府京都市中京区六角通室
町西入玉蔵町121番地　美濃利
ビル

株式会社オリエンタルコンサ
ルタンツ京都事務所
所長　西村　祐介

城陽井手木津川バイパス交通
結節点におけるにぎわい拠点
整備検討業務
４－建委－１

土木コンサル
タント

・計画準備
・基礎調査・需要予測に
　　基づく基本構想の策定
・PPP/PFI導入可能性調査
・概略設計
・その他
・打合せ協議

令和4年7月12日
～

令和5年3月24日
18,975,000 20,000,000

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
本業務は、民間企業が持つ知識や経験、それらに基づく提案
力によって大きく成果の異なる性質を持った業務であること
から、受注者の選定に当たっては、入札金額だけで相手方を
選定する一般競争入札ではなく、業務の履行能力等を評価
し、 も適した者を選定できる公募型プロポーザル方式を採
用した。
同プロポーザルにおいては、1者から企画提案書が提出され、
「城陽井手木津川バイパス交通結節点におけるにぎわい拠点
整備検討業務受注候補者選定委員会」において審査した結
果、当該業者の企画提案書が も高い点数であり、一定水準
に達していたことから、同者を受注候補者として選定した。

別記様式第６号（第３条関係）

令和４年度　随意契約結果＜建設部＞

番号 担当課 種　　別 工期又は履行等期限 契約金額 予定価格
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番号 担当課 種　　別 工期又は履行等期限 契約金額 予定価格

6 建設課

京都市下京区烏丸通仏光寺上
ル二帖半敷町６４６

パシフィックコンサルタンツ
株式会社
京都事務所　所長　米田瑠皇

木津地区（小川流域）排水ポ
ンプ場修正設計及び防災拠点
化設計業務
４－建委－７

土木コンサル
タント

設計業務
・河川排水機場詳細（修正）設計
1式
測量業務
・用地測量　1式
・公共用地境界確定協議　1式

令和4年8月1日

～

令和5年3月31日

14,245,000 15,389,000
①地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

②本業務の前業務と密接不可分な関係にあるため。

7 建設課

京都市上京区出水通油小路東
入丁子風呂町１０４番地の２

一般財団法人京都技術サポー
トセンター
理事長　大石　耕造

木津川台駅前線歩道橋積算
（JR委託上部工桁製作）業務

4-建委-11

土木コンサル
タント

積算業務（JR委託分橋梁上部工）
1業務

令和5年3月29日
～

令和5年7月31日
2,772,000 2,774,200

①地方自治法施行令第167条の２第１項第２号
②契約者は、市長会・町村会及び京都府の共同により府内自
治体において土木・建築事業の技術的支援等を目的とした組
織てあるため、橋梁上部工における積算業務について、支援
を依頼するものである。

8 建設課

木津川市加茂町高田柿ノ内
108-2

沢井建設株式会社
代表取締役　澤井　清二

小川内水排除施設支障物件移
設工事

4－建－13

工事
(土木)

・ｺﾝｸﾘｰﾄ柱撤去　1式
・樋門管理機器移設　1式
・給水装置移設　1式

令和4年11月1日
～

令和5年3月31日
2,365,000 2,370,500

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

小川内水排除施設整備工事に関連して支障となる物件の移設
工事であり、当該工事を現在契約履行中の業者に受注するこ
とにより、現場状況を広く熟知していることに加えて、工期
の短縮及び他工事との綿密な連絡調整が可能で、円滑な事業
進捗が確保できる等有利と認めるため。

9 施設整備課

京都府木津川市木津町西垣外
32-2
木津上下水道事業協同組合
代表理事　佐々木孝夫

下川原団地受水槽加圧給水ユ
ニット及び定水位弁他取替修
繕
４－住管－１６

役務
受水槽加圧給水ユニット及び
定水位弁他取替

令和5年1月11日
～

令和5年2月28日
2,915,000 2,915,000

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号および木津
川市契約事務規則第24条第4項により随意契約とす
るもので、業者選定については、以前より修繕対応
しており設備内容を熟知している業者を選定

10 管理課

京都府木津川市山城町綺田外
高島３６番地７
（株）丸八石材
代表取締役　岡　英太郎

河川維持修繕工事(その1)
４-管維-１

土木 浚渫工、崩土除去
令和４年４月５日

～
令和４年６月３０日

1,731,000 1,731,000

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号による
当該年度の河川維持修繕工事受注者が決定するまで
の間、河川を安全かつ適切に維持管理するため、前
年度河川維持修繕工事受注者に随意契約を行うもの
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11 管理課

京都府乙訓郡大山崎町字大山
崎小字鏡田10番地9
日本ﾒﾝﾃﾅｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱
京都支店
支店長　石田定雄

内水排除施設定期点検整備業
務
4-管委-9

役務
機械設備点検・整備
年点検　1回
月点検　７回

令和４年５月２６日
～

令和５年３月３1日
24,750,000 27,674,000

地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による
入札参加希望１者により入札中止となったため、受
注意欲のあった者より見積を徴取し、予定価格の範
囲内で適正であったため随意契約を行ったもの

12 管理課

京都市南区九条北ノ内町5番地
5
西日本旅客鉄道㈱
取締役兼常務執行役員近畿統
括本部長　三津野隆宏

JR奈良線西垣内高架橋ほか1橋
定期点検業務委託
4-管委-23

役務
西日本旅客鉄道㈱の跨線橋で
ある、西垣内高架橋・天神高
架橋の点検業務

令和4年6月16日
～

令和5年3月31日
16,555,000 16,555,000

①地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。
②ＪＲの線路を跨いでいる橋梁であり、ＪＲでしか
点検できないため、西日本旅客鉄道㈱を選定するも
の。

13 管理課

京都市上京区出水通油小路東
入ル丁子風呂町104-2（京都府
庁西別館1F）
一般財団法人京都技術サポー
トセンター
理事長　大石耕造

令和4年度道路橋定期点検等業
務委託
4-管委-28

役務
市管理の道路橋に対して5年に
1度の法定点検を行う。橋りょ
う数　76橋。

令和5年1月5日
～

令和5年3月31日
19,801,100 19,758,000

①地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。
②道路施設の法定点検等に係る業務支援に関する基
本協定書（R1.5.9締結）に基づき、一般財団法人京
都技術サポートセンターを選定するもの。

14 管理課

木津川市木津川原田63-15
㈱松本コンサルタント　京都
営業所
所長　松本光男

木津川市地籍調査復元測量業
務
4-管委-31

測量 地籍調査成果の現地復元業務
令和4年8月5日

～
令和4年10月31日

1,320,000 3,309,900

①地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。
②令和4年度地籍調査業務と密接に関係する業務で
あり、測量精度の向上等のため、同業務の受託者を
選定するもの。

15 管理課

木津川市木津川原田63-15
㈱松本コンサルタント　京都
営業所
所長　松本光男

木津川市地籍調査（平尾・神
童子地区後期工程）業務
4-管委-32

測量
平尾・神童子地区における面
積測定及び地籍図原図作成業
務

令和4年12月27日
～

令和5年3月31日
902,000 1,120,900

①地方自治法施行令第167条の2第1項第6号による。
②令和4年度地籍調査（綺田②地区、平尾・神童子
地区）業務の後続工程であり、同業務の受託者が実
施することで相互に関連する測量工程を効率的に実
施でき、工期短縮と精度向上につながることから選
定するもの。。
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16 管理課
木津川市加茂町大野内畑74-3
㈱おがわ建設
代表取締役　小川　忠

木津川市加茂地域舗装修繕工
事 　　　　4-管-41

土木
加茂地域における、経年劣化
等による舗装の損傷が著しい5
箇所の舗装修繕

令和5年3月16日
～

令和5年3月31日
2,219,800 2,219,800

①地方自治法施行令第167条の2第1項第5号による。
②加茂地区道路維持修繕工事（その2）と密接に関
連する付帯的な工事であり、現場に精通し、工事の
安全・円滑かつ適切な施工を確保する上で有利と認
められるため選定するもの。

17 管理課

京都市中京区烏丸通錦小路上
ル手洗水町659
株式会社パスコ　京都支店
支店長　近藤　征博

木津川市境界明示データ入力
業務委託
4-管委-33

役務
境界確定図のデータ化並び
に、京都府統合型ＧＩＳへの
セットアップ

令和5年2月15日
～

令和5年3月31日
1,631,300 2,016,300

①地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。
②既存のシステム(Pascal for LGWAN)と密接不可分
な関係にある業務であるため、同システムの開発者
である株式会社パスコを選定するもの。

18 建設課

京都市上京区出水通油小路東
入丁子風呂町１０４番地の２

京都府土地改良事業団体連合
会
代表監事　中村　俊孝

農業用ため池点検業務

4-建委-8

土木コンサル
タント

農業用ため池点検 69か所
令和4年12月12日

～
令和5年3月24日

3,311,000 3,311,000

①地方自治法施行令第167条の２第１項第２号
②京都府が平成27年度に発注した府内全てのため池
点検を行い、それ以降平成28年度から毎年ため池点
検を市が委託し実施しており、これまでの状況を踏
まえた同一基準による判断が可能であるため選定し
た。


